
聖

籠

町

入

湯

税

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

こ

こ

に

公

布

す

る

。

 

平

成

二

十

五

年

六

月

二

十

四

日

 

聖

籠

町

長

 
 

渡

 

邊

 

廣

 

吉

 
 

聖

籠

町

条

例

第

二

十

二

号

 

聖

籠

町

入

湯

税

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

（

聖

籠

町

入

湯

税

条

例

の

一

部

改

正

）

 

第

一

条

 

聖

籠

町

入

湯

税

条

例

（

平

成

十

年

聖

籠

町

条

例

第

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

附

則

第

二

条

中

「

延

滞

金

の

」

の

下

に

「

年

十

四

・

六

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

及

び

」

を

加

え

、

「

各

年

の

前

年

の

十

一

月

三

十

日

を

経

過

す

る

と

き

に

お

け

る

日

本

銀

行

法

（

平

成

九

年

法

律

第

八

十

九

号

）

第

十

五

条

第

一

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

定

め

ら

れ

る

商

業

手

形

の

基

準

割

引

率

に

年

四

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

を

加

算

し

た

割

合

を

い

う

」

を

「

当

該

年

の

前

年

に

租

税

特

別

措

置

法

（

昭

和

三

十

二

年

法

律

第

二

十

六

号

）

第

九

十

三

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

告

示

さ

れ

た

割

合

に

年

一

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

を

加

算

し

た

割

合

を

い

う

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

同

じ

」

に

、

「

そ

の

年

中

に

お

い

て

は

、

当

該

特

例

基

準

割

合

（

当

該

割

合

に

〇

・

一

パ

ー

セ

ン

ト

未

満

の

端

数

が

あ

る

と

き

は

、

こ

れ

を

切

り

捨

て

る

。

」

を
「

そ

の

年
（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て
「

特

例

基

準

割

合

適

用

年

」

と

い

う

。

）

中

に

お

い

て

は

、

年

十

四

・

六

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

に

あ

つ

て

は

当

該

特

例

基

準

割

合

適

用

年

に

お

け

る

特

例

基

準

割

合

に

年

七

・

三

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

を

加

算

し

た

割

合

と

し

、

年

七

・

三

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

に

あ

つ

て

は

当

該

特

例

基

準

割

合

に

年

一

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

を

加

算

し

た

割

合

（

当

該

加

算

し

た

割

合

が

年

七
・
三

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

を

超

え

る

場

合

に

は

、
年

七
・

三

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

」

に

改

め

る

。

 

（

聖

籠

町

督

促

手

数

料

及

び

延

滞

金

徴

収

条

例

の

一

部

改

正

）

 



第

二

条

 

聖

籠

町

督

促

手

数

料

及

び

延

滞

金

徴

収

条

例

（

昭

和

四

十

二

年

聖

籠

町

条

例

第

二

十

号

）
の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

第

三

条

の

二

中

「

延

滞

金

の

」

の

下

に

「

年

十

四

・

六

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

及

び

」
を

加

え

、
「

こ

の

」
を
「

同

項

の

」
に

、
「

前

年

の

十

一

月

三

十

日

を

経

過

す

る

時

に

お

け

る

日

本

銀

行

法

（

平

成

九

年

法

律

八

十

九

号

）

第

十

五

条

第

一

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

定

め

ら

れ

る

商

業

手

形

の

基

準

割

引

率

に

四

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

を

加

算

し

た

割

合

」

を

「

各

年

の

特

例

基

準

割

合

（

当

該

年

の

前

年

に

租

税

特

別

措

置

法

（

昭

和

三

十

二

年

法

律

第

二

十

六

号

）

第

九

十

三

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

告

示

さ

れ

た

割

合

に

年

一

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

を

加

算

し

た

割

合

を

い

う

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

」

に

、

「

を

下

回

る

場

合

は

、

当

該

下

回

る

割

合

（

当

該

割

合

に

〇
・
一

パ

ー

セ

ン

ト

未

満

の

端

数

が

あ

る

と

き

は

、

こ

れ

を

切

り

捨

て

る

。

」

を

「

の

割

合

に

満

た

な

い

場

合

に

は

、

そ

の

年

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

特

例

基

準

割

合

適

用

年

」

と

い

う

。

）

中

に

お

い

て

は

、

年

十

四

・

六

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

に

あ

つ

て

は

当

該

特

例

基

準

割

合

適

用

年

に

お

け

る

特

例

基

準

割

合

に

年

七
・
三

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

を

加

算

し

た

割

合

と

し

、
年

七
・

三

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

に

あ

つ

て

は

当

該

特

例

基

準

割

合

に

年

一

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

を

加

算

し

た

割

合

（

当

該

加

算

し

た

割

合

が

年

七

・

三

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

を

超

え

る

場

合

に

は

、

年

七

・

三

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

」

に

改

め

る

。

 

（

聖

籠

町

後

期

高

齢

者

医

療

に

関

す

る

条

例

の

一

部

改

正

）

 

第

三

条

 

聖

籠

町

後

期

高

齢

者

医

療

に

関

す

る

条

例

（

平

成

二

十

年

聖

籠

町

条

例

第

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

附

則

第

四

条

中

「

延

滞

金

の

」

の

下

に

「

年

十

四

・

六

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

及

び

」

を

加

え

、

「

各

年

の

前

年

の

十

一

月

三

十

日

を

経

過

す

る

時

に

お

け

る

日

本

銀

行

法

（

平

成

九

年

法

律

八

十

九

号

）

第

十

五

条

第

一

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

定

め

ら

れ

る

商

業



手

形

の

基

準

割

引

率

に

年

四

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

を

加

算

し

た

割

合

を

い

う

」

を

「

当

該

年

の

前

年

に

租

税

特

別

措

置

法

（

昭

和

三

十

二

年

法

律

第

二

十

六

号

）

第

九

十

三

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

告

示

さ

れ

た

割

合

に

年

一

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

を

加

算

し

た

割

合

を

い

う

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

同

じ

」

に

、

「

そ

の

年

中

に

お

い

て

は

、

当

該

特

例

基

準

割

合

（

当

該

特

例

基

準

割

合

に

〇

・

一

パ

ー

セ

ン

ト

未

満

の

端

数

が

あ

る

と

き

は

、

こ

れ

を

切

り

捨

て

る

。

」

を

「

そ

の

年

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

特

例

基

準

割

合

適

用

年

」

と

い

う

。

）

中

に

お

い

て

は

、

年

十

四

・

六

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

に

あ

っ

て

は

当

該

特

例

基

準

割

合

適

用

年

に

お

け

る

特

例

基

準

割

合

に

年

七

・

三

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

を

加

算

し

た

割

合

と

し

、

年

七

・

三

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

に

あ

っ

て

は

当

該

特

例

基

準

割

合

に

年

一

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

を

加

算

し

た

割

合

（

当

該

加

算

し

た

割

合

が

年

七

・

三

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

を

超

え

る

場

合

に

は

、

年

七

・

三

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

」

に

改

め

る

。
 

（

聖

籠

町

介

護

保

険

条

例

の

一

部

改

正

）

 

第

四

条

 

聖

籠

町

介

護

保

険

条

例

（

平

成

十

二

年

聖

籠

町

条

例

第

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 
 

附

則

第

七

条

中

「

延

滞

金

の

」

の

下

に

「

年

十

四

・

六

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

及

び

」

を

加

え

、

「

各

年

の

前

年

の

十

一

月

三

十

日

を

経

過

す

る

時

に

お

け

る

日

本

銀

行

法

（

平

成

九

年

法

律

八

十

九

号

）

第

十

五

条

第

一

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

定

め

ら

れ

る

商

業

手

形

の

基

準

割

引

率

に

年

四

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

を

加

算

し

た

割

合

を

い

う

」

を

「

当

該

年

の

前

年

に

租

税

特

別

措

置

法

（

昭

和

三

十

二

年

法

律

第

二

十

六

号

）

第

九

十

三

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

告

示

さ

れ

た

割

合

に

年

一

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

を

加

算

し

た

割

合

を

い

う

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

同

じ

」

に

、

「

そ

の

年

中

に

お

い

て

は

、

当

該

特

例

基

準

割

合

（

当

該

特

例

基

準

割

合

に

〇

・

一

パ

ー

セ

ン

ト

未

満

の

端

数

が

あ

る

と

き

は

、

こ

れ

を

切

り

捨

て



る

。

」

を

「

そ

の

年

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

特

例

基

準

割

合

適

用

年

」

と

い

う

。

）

中

に

お

い

て

は

、

年

十

四

・

六

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

に

あ

っ

て

は

当

該

特

例

基

準

割

合

適

用

年

に

お

け

る

特

例

基

準

割

合

に

年

七

・

三

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

を

加

算

し

た

割

合

と

し

、

年

七

・

三

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

に

あ

っ

て

は

当

該

特

例

基

準

割

合

に

年

一

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

を

加

算

し

た

割

合

（

当

該

加

算

し

た

割

合

が

年

七

・

三

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

を

超

え

る

場

合

に

は

、

年

七

・

三

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

」

に

改

め

る

。

 

（

聖

籠

町

営

住

宅

設

置

及

び

管

理

に

関

す

る

条

例

の

一

部

改

正

）

 

第

五

条

 

聖

籠

町

営

住

宅

設

置

及

び

管

理

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

六

年

聖

籠

町

条

例

第

二

十

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 
 

第

十

七

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

 
 

（

督

促

等

）

 

 

第

十

七

条

 

前

条

第

二

項

に

定

め

る

納

期

限

ま

で

に

家

賃

を

納

付

し

な

い

者

に

対

す

る

督

促

並

び

に

督

促

手

数

料

及

び

延

滞

金

の

徴

収

に

つ

い

て

は

、

聖

籠

町

督

促

手

数

料

及

び

延

滞

金

徴

収

条

例

（

昭

和

四

十

二

年

聖

籠

町

条

例

第

二

十

号

）

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

 

 

（

聖

籠

町

下

水

道

事

業

受

益

者

負

担

に

関

す

る

条

例

の

一

部

改

正

） 

第

六

条

 

聖

籠

町

下

水

道

事

業

受

益

者

負

担

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

年

聖

籠

町

条

例

第

二

十

七

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 
 

第

十

二

条

の

二

中

「

延

滞

金

の

」

の

下

に

「

年

十

四

・

五

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

及

び

」
を

加

え

、
「

こ

の

」
を
「

同

項

の

」
に

、
「

前

年

の

十

一

月

三

十

日

を

経

過

す

る

時

に

お

け

る

日

本

銀

行

法

（

平

成

九

年

法

律

第

八

十

九

号

）

第

十

五

条

第

一

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

定

め

ら

れ

る

商

業

手

形

の

基

準

割

引

率

に

四

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

を

加

算

し

た

割

合

」

を

「

各

年

の

特

例

基

準

割

合

（

当

該

年



の

前

年

に

租

税

特

別

措

置

法
（

昭

和

三

十

二

年

法

律

第

二

十

六

号

）

第

九

十

三

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

告

示

さ

れ

た

割

合

に

年

一

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

を

加

算

し

た

割

合

を

い

う

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

」

に

、

「

を

下

回

る

場

合

は

、

当

該

下

回

る

割

合

（

当

該

割

合

に

〇
・
一

パ

ー

セ

ン

ト

未

満

の

端

数

が

あ

る

と

き

は

、

こ

れ

を

切

り

捨

て

る

。

」

を

「

の

割

合

に

満

た

な

い

場

合

に

は

、

そ

の

年

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

特

例

基

準

割

合

適

用

年

」

と

い

う

。

）

中

に

お

い

て

は

、

年

十

四

・

五

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

に

あ

つ

て

は

当

該

特

例

基

準

割

合

適

用

年

に

お

け

る

特

例

基

準

割

合

に

年

七

・

二

五

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

を

加

算

し

た

割

合

と

し

、

年

七

・

二

五

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

に

あ

つ

て

は

当

該

特

例

基

準

割

合

に

年

一

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

を

加

算

し

た

割

合

（

当

該

加

算

し

た

割

合

が

年

七

・

二

五

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

を

超

え

る

場

合

に

は

、

年

七

・

二

五

パ

ー

セ

ン

ト

の

割

合

」

に

改

め

る

。
 

附

 

則

 

 

（

施

行

期

日

）

 

１

 

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

六

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

（

経

過

措

置

）

 

２

 

改

正

後

の

聖

籠

町

入

湯

税

条

例

、

聖

籠

町

督

促

手

数

料

及

び

延

滞

金

徴

収

条

例

、

聖

籠

町

後

期

高

齢

者

医

療

に

関

す

る

条

例

、

聖

籠

町

介

護

保

険

条

例

、

聖

籠

町

営

住

宅

設

置

及

び

管

理

に

関

す

る

条

例

及

び

聖

籠

町

下

水

道

事

業

受

益

者

負

担

に

関

す

る

条

例

の

規

定

は

、

延

滞

金

の

う

ち

平

成

二

十

六

年

一

月

一

日

以

後

の

期

間

に

対

応

す

る

も

の

に

つ

い

て

適

用

し

、

同

日

前

の

期

間

に

対

応

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

 

   


